
野田市水道事業制限付一般競争入札実施要領   
 

（趣旨） 

第１条 この要領は、野田市水道事業が発注する制限付一般競争入札の実施に関

し、野田市水道事業会計規程（平成２６年野田市水道事業規程第１号）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象） 

第２条 制限付一般競争入札の対象となる建設工事及び委託業務（以下「建設工

事等」という。）は次のとおりとする。ただし、既設設備の維持・修繕等にか

かる建設工事または水道事業管理者が特に必要と認めたときは、この限りでな

い。 

（１）建設工事については、設計額が８００万円以上となる工事とする。 

（２）測量・建設コンサルタント業務の委託業務については、設計額が５００万

円以上となる業務とする。 

（３）測量・建設コンサルタント業務以外の委託業務については、設計額が５，

０００万円以上となる業務とする。 

 

（入札参加資格） 

第３条 入札参加者の資格は、次に掲げるすべての要件を満たしている者とする。 

（１）野田市入札参加資格業者名簿に登録がされている者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第

１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（３）政令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められた者にあ

っては、当該事実があった日から３年を経過している者であること。 

（４）建設工事等の競争入札の公告の日から入札日までに野田市水道事業建設工

事等請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であ

ること。 

（５）建設工事等の競争入札の公告の日から入札日までに野田市水道事業建設工

事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外を受けていない者であること。 

（６）手形交換所により取引停止処分を受けたときは、停止処分を受けてから２

年間が経過している者であること。 

（７）建設工事等の入札日前６月以内に手形または小切手が不渡りとなっていな

い者であること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用申請をしたときは、同法

に基づく裁判所からの更正手続開始決定がなされている者であること及び民事



再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用申請をしたときは、同法に基づく

裁判所からの再生手続開始決定がなされている者であること。 

２ 前項に定めるもののほか、建設工事等の種類又は性質により、次に掲げる資

格要件を設けたときは、当該資格を有する者でなければならない。 

（１）建設工事においては、当該工事の工種に係る経営事項審査を受けていて、

総合評定値の要件を設けた場合は、当該数値が一定値以上の者であること。 

（２）建設工事においては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく許

可を受けている者であること。 

（３）契約の履行に必要な許認可や資格等を有している者であること。 

（４）建設工事等ごとに指定する地域要件を満たす者であること。 

（５）建設工事等の施工及び受注実績がある者であること。 

（６）建設工事等に必要な技術者を配置できる者であること。 

（７）その他特に必要があると認めて定めるときは、その資格要件を満たす者で

あること。 

 

（野田市水道事業入札参加資格審査委員会） 

第４条 水道事業管理者は、制限付一般競争入札を執行しようとするときは、次

に掲げる事項について、野田市水道事業入札参加資格審査委員会（以下「審査

委員会」という。）に意見を聴くものとする。 

（１）入札参加資格要件の設定 

（２）落札候補者の資格の有無の確認 

 

（入札の公告等） 

第５条 入札の公告は、野田市公告式条例（昭和２７年野田市条例第９号）第２

条に規定する掲示場に掲示して行うものとし、公告の内容をちば電子調達シス

テム、水道部ホームページ、行政資料コーナー等において公表するものとする。 

 

（入札参加申請） 

第６条 入札参加者は、制限付一般競争入札参加申請書（以下「参加申請書」と

いう。）に必要事項を記載し、指定した日までに業務課長に提出するものとす

る。ただし、電子入札で行う入札については、ちば電子調達システムにより提

出するものとする。 

２ 提出された参加申請書は、返却しない。 

 

（現場説明） 

第７条 現場説明会は、原則として開催しないものとする。 



 

（入札の延期又は中止） 

第８条 入札参加者が連合し、又は不誠実な行為等により、入札を公正に執行す

ることができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は

入札の執行を延期し、若しくは中止するものとする。この場合において、野田

市水道事業は、発生した損害を賠償する責を負わない。 

 

（工事内訳書・積算内訳書の提出） 

第９条 入札参加者は、入札書のほかに建設工事においては工事内訳書を、委託

業務においては積算内訳書を提出しなければならない。ただし、紙入札による

再度入札を行うとき又は再度入札においても予定価格の制限の範囲内の価格に

入札がないときに、随意契約により見積書を徴するときは、この限りでない。 

 

（入札） 

第１０条 入札は、業務課長の指名する職員（以下「入札の執行者」という。）

が執行する。 

 

（開札） 

第１１条 入札の執行者は、開札に当たって入札をした者及びその価格を読み上

げるものとする。ただし、電子入札で行う入札については、この限りでない。 

２ 再度入札を行う場合には、前入札の最低価格を読み上げるものとする。ただ

し、電子入札で行う入札については、ちば電子調達システムにより入札参加者

に最低価格を通知するものとする。 

 

（再度入札） 

第１２条 予定価格の事前公表を行う場合を除き、第１回目の入札で予定価格の

制限の範囲内の価格に入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができ

る。ただし、その回数は、１回に限る。 

 

（入札不調の措置） 

第１３条 前条の規定により、再度入札においても予定価格の制限の範囲内の価

格に入札がないときは、最低の価格で入札した者、総合評価方式にあっては評

価値が最も高い者から見積書を徴することができるものとし、見積書の徴取は、

２回までとする。ただし、見積書を徴するに当たって、予定価格との差が大き

いため、見積書を徴することが適切でないときは、この限りではない。 



２ 前項の規定により契約の相手が決定しないときは、当該案件の設計等につい

て検討し、設計変更等を行い、再び入札に付するための必要な措置を講じるも

のとする。 

 

（落札候補者の資格審査） 

第１４条 入札後に予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした

者を落札候補者とする。ただし、低入札価格調査の対象となったときは、この

限りでない。 

２ 落札候補者は、入札後速やかに制限付一般競争入札参加資格確認書及び添付

資料（以下「確認書等」という。）を業務課長へ提出するものとする。 

３ 審査委員会は、提出された確認書等により、落札候補者の入札参加の資格要

件に係る適否について審査するものとする。 

４ 前項の場合において、落札候補者が資格要件に適合しないときは、予定価格

の制限の範囲内で次順位者を落札候補者とし再度審査する。すべての落札候補

者が資格要件に適合しないときは、再び入札に付するための必要な措置を講じ

るものとする。 

 

（資格審査の説明） 

第１５条 審査で資格要件に適合しないとされた者は、失格の通知から３日（閉

庁日を除く。）以内に書面をもって業務課長へ説明を求めることができる。 

２ 業務課長は、前項の説明を求められたときは、求められた日から３日（閉庁

日を除く。）以内に書面をもって回答するものとする。 

 

（資格要件の喪失） 

第１６条 入札参加者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、入

札前であれば入札に参加させないものとし、落札候補者となったときは、落札

候補者の資格を喪失するものとする。 

（１）第６条第１項の規定により提出された参加申請書に虚偽の記載をしたこと

が明らかになったとき。 

（２）野田市水道事業建設工事等請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止

措置を受けたとき。 

（３）野田市水道事業建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外を受けた

とき。 

２ 前項の規定により入札参加者を入札に参加させないとき又は落札候補者の資

格を喪失したときは、当該入札参加者に通知するものとする。 

 



（入札結果等の公表） 

第１７条 入札の経過、契約の内容等の公表は、「野田市水道事業入札及び契約

に係る情報の公表に関する事務取扱要領」に基づき行なうものとする。 

 

（補則） 

第１８条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、水道事業管理者が別に定

める。 

 

附 則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２１年４月 1 日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月７日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年１２月１０日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年１０月１日から施行する。 

 


